
   駒ヶ根市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例施行規則 

 

平成29年12月14日規則第21号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、駒ヶ根市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例（平

成29年条例第24号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（特例許可の申請の手続等） 

第２条 条例第４条第２項の規定による許可（以下「特例許可」という。）を受けようと

する者（以下「申請者」という。）は、特例許可申請書（様式第１号）の正本及び副本

に、それぞれ、次に掲げる図書及び書面を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第１条の３第１項の表１に掲げる

付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、２面以上の立面図及び２面以上の

断面図 

⑵ 特例許可を必要とする理由書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、特例許可をするときは、特例許可通知書（様式第２号）に前項の申請書の副

本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、特例許可をしないときは、特例許可をしない旨の通知書（様式第３号）に第

１項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 

（意見の聴取の公告） 

第３条 市長は、条例第４条第３項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その

許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の３日

前までに公告するものとする。 

（許可に当たり意見の聴取等を要しない場合） 

第４条 条例第４条第３項の規則で定める建築物の増築、改築又は移転は、次に掲げる要

件に該当するものとする。 

⑴ 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。 

⑵ 増築又は改築後の条例第４条第１項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分

の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えない

こと。 

⑶ 用途の変更を伴わないこと。 

（補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

 


